
平成３０年第４回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第１０２号 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について 

議第１０３号 別府市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

議第１０４号 別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

議第１０５号 別府市春木川ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例

の制定について 

議第１０６号 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第１０７号 別府市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資

格に関する条例の一部改正について 

議第１０８号 別府市火災予防条例の一部改正について 

議第１０９号 工事請負契約の締結について 

議第１１０号 事業契約の締結について 

議第１１１号 土地の売払いについて 

議第１１２号 公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに関

する協議について 

議第１１３号 他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させる

ことに関する協議について 

議第１１４号 指定管理者の指定について 

議第１１５号 指定管理者の指定について 

議第１１６号 指定管理者の指定について 

議第１１７号 指定管理者の指定について 

議第１１８号 指定管理者の指定について 

議第１１９号 指定管理者の指定について 

議第１２０号 指定管理者の指定について 
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議第１０２号  

   特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正について  

１ 趣旨 

  市長、副市長、議員、教育長及び水道企業管理者に支給する期末手当の額を

改定することに伴い、次に掲げる条例を改正します。  

 (1) 特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例  

 (2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

 (3) 別府市教育委員会教育長の給与等に関する条例  

 (4) 別府市水道企業管理者の給与及び旅費に関する条例  

２ 議案の内容  

  期末手当の支給率を次の表のとおり改定します。  

区 分 現 行 平成３０年１２月分 平成３１年４月以降 

６月 157.5/100 ― 167.5/100 

１２月 172.5/100 177.5/100 167.5/100 

３ 施行期日 平成３１年３月３１日までの間において規則で定める日。一部は、

平成３１年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第１０３号  

   別府市職員の給与に関する条例等の一部改正について  

１ 趣旨 

  国家公務員及び大分県職員の給与改定の事情を考慮して、一般職の職員の給

与改定を行うことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市職員の給与に関する条例の一部改正  

  ア 宿日直手当の支給の限度額を次のように改定します。（第１５条関係）  

   (ｱ) 勤務１回 4,200 円を 4,400 円に改定 

   (ｲ) 常直的な宿日直勤務 月額 21,000 円を月額 22,000 円に改定 

  イ 勤勉手当（平成３０年１２月支給分）の支給率を 90/100 から 95/100（再

任用職員にあっては 42.5/100 から 47.5/100）に改定します。（第１７条関

係） 

  ウ 給料表を全部改正します。（別表第１関係） 

 第２条 別府市職員の給与に関する条例の一部改正  

  ア 期末手当（平成３１年４月以降支給分）の支給率を、６月支給分にあっ
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ては 122.5/100 から 130/100、１２月支給分にあっては 137.5/100 から 13

0/100（再任用職員の６月支給分にあっては、65/100 から 72.5/100、１２

月支給分にあっては 80/100 から 72.5/100）に改定します。（第１６条関係）  

  イ 勤勉手当（平成３１年４月以降支給分）の支給率を 95/100 から 92.5/10

0（再任用職員にあっては 47.5/100 から 45/100）に改定します。（第１７

条関係） 

 第３条 別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正  

  ア 特定任期付職員の給料表を改定します。（第７条関係）  

  イ 特定任期付職員に係る期末手当（平成３０年１２月支給分）の支給率を

165/100 から 170/100 に改定します。（第８条関係）  

 第４条 別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正  

  特定任期付職員に係る期末手当（平成３１年４月以降支給分）の支給率を 1

70/100 から 167.5/100 に改定します。（第８条関係）  

 第５条 別府市職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正  

  平成３０年度における扶養親族たる子についての扶養手当の額を「9,000 円」

から「9,500 円」に改めます。（附則第３項関係）  

３ 施行期日 平成３１年３月３１日までの間において規則で定める日。ただし、

第２条及び第４条は、平成３１年４月１日 

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第１０４号  

   別府市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  し尿処理場春木苑の建替えに伴い当該施設の名称を改めること、技術管理者

の資格を条例で定めるに当たり参酌すべき基準を定める廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）の一部が改正され、技

術管理者の資格要件が見直されたこと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 廃棄物処理施設の名称を次のように改めます。（第２条関係）  

現行 改正案  

南畑不燃物埋立場  別府市南畑不燃物埋立場  

し尿処理場春木苑  別府市リバーサイドオアシス春木苑  

 (2) 技術管理者の資格について、省令の改正内容と同様の内容で改正します。
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（第３条関係）  

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 生活環境部環境課  

 

議第１０５号  

   別府市春木川ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例の制定

について 

１ 趣旨 

  市民にコミュニティ活動及び生涯学習活動の場を提供すること並びに災害時

の避難場所として活用することにより、住民福祉の向上を図るため、別府市春

木川ふれあい交流センターを設置するため、条例を制定します。  

２ 議案の内容  

 (1) 条例には、設置、位置、事業、使用の許可、使用許可の取消し等、使用料、

目的外使用等の禁止、原状回復義務、損害賠償等について定めます。 

 (2) 位置は、別府市大字北石垣字祝保１２００番３とします。  

 (3) 別表で使用料を次のとおり定めます。  

区分 金額 

会議室 １時間につき ２１６円  

調理室 １時間につき １６２円  

研修室１ １時間につき ３２４円  

研修室２ １時間につき １０８円  

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 生活環境部環境課  

 

議第１０６号  

   別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  別府海浜砂湯を都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第５条第２

項第２号の条例で定める休養施設として明示すること並びに実相寺多目的グラ

ウンド及び別府海浜砂湯を有料公園施設として明示することに伴い、条例を改

正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 上人ヶ浜公園の別府海浜砂湯は、政令第５条第２項第２号の条例で定める

休養施設とします。（第３条の４関係）  
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 (2) 別表第２（有料公園施設）実相寺中央公園の項に「多目的グラウンド」を

加えます。  

 (3) 別表第２（有料公園施設）に次のとおり加えます。  

上人ヶ浜公園  別府海浜砂湯  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 建設部公園緑地課  

 

議第１０７号  

   別府市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）の規定に基づき条例を定めるに当たり

参酌すべき資格を定める水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）及び水道

法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）の一部が改正され、布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格要件が見直されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  政令及び省令の改正内容と同様の内容で改正します。（第４条・第５条関係） 

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 水道局管理課  

 

議第１０８号  

   別府市火災予防条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  消防法令に重大な違反のある防火対象物について、その対象物の名称や法令

違反の内容を利用者に公表することにより、防火安全に対する認識を高めて火

災被害の軽減を図る等のため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めます。（第１６条関係）  

 (2) 防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該

防火対象物の消防用設備等の状況が法令等に違反する場合は、その旨を公表

することができるとします。また、公表の手続は、規則で定めるとします。

（第４８条関係）  

３ 施行期日 平成３１年４月１日。一部は、平成３１年７月１日  

４ 担当課 消防本部予防課  
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議第１０９号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 契約の目的  旧別府市美術館解体工事  

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約  

 (3) 契約の金額  １８９，０００，０００円（うち消費税及び地方消費税の

額１４，０００，０００円） 

 (4) 契約の相手方 別府市末広町４番５号  

           三光建設工業株式会社  

            代表取締役 佐藤 秀男 

３ 担当課 教育委員会社会教育課 

 

議第１１０号  

   事業契約の締結について 

１ 趣旨 

  事業契約を締結することについて、民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定により

議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 契約の目的  別府市亀川地区市営住宅集約建替事業  

 (2) 契約の方法  総合評価一般競争入札による契約  

 (3) 契約の金額  ４，８３７，３２０，０００円（うち消費税及び地方消費

税の額３５８，３２０，０００円）  

 (4) 契約の相手方 別府市石垣東十丁目３番４０号  

           株式会社別府湯けむり住宅  

            代表取締役 和田 修 

３ 担当課 建設部建築指導課 
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議第１１１号  

   土地の売払いについて 

１ 趣旨 

  土地を売払いすることについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 対象の土地 

   所在地 別府市大字別府字野口原３０８８番４４  

   地 積 １１，８９０．８６㎡ 

 (2) 売払いの相手方  

   大分市萩原四丁目８番２３号  

    大和ハウス工業株式会社大分支店  

     支配人 小林 健司 

 (3) 売払代金の額  

   ４３０，０００，０００円  

３ 担当課 総務部総務課  

 

議第１１２号  

   公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに関する協

議について 

１ 趣旨 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定に基づ

き、協議により公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに

ついて、同条第３項の規定により議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 利用に供する他の普通地方公共団体の住民は、大分市、臼杵市、津久見市、

竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町の住民です。 

 (2) 利用に供する公の施設は、別府市中央公民館外３５施設です。 

３ 担当課 企画部総合政策課  

 

議第１１３号  

   他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることに

関する協議について 

１ 趣旨 
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  地方自治法第２４４条の３第２項に規定に基づき、協議により他の普通地方

公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることについて、同条第３項

の規定により議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 利用に供させる公の施設を設置する他の普通地方公共団体は、大分市、臼

杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町です。 

 (2) 利用に供させる他の普通地方公共団体の公の施設は、次のとおりです。  

  ア 大分市 大分市鶴崎市民行政センター外３８施設 

  イ 臼杵市 臼杵市総合公園外１１施設 

  ウ 津久見市 津久見市民会館外３施設 

  エ 竹田市 竹田市総合文化ホール外１０施設 

  オ 豊後大野市 三重総合グラウンド外２８施設 

  カ 由布市 由布市狭間上原グラウンド外９施設 

  キ 日出町 日出町中央公民館外１２施設 

３ 担当課 企画部総合政策課  

 

第１１４号～第１２０号  

   指定管理者の指定について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、指定管理者に公の施設の

管理を行わせることについて、同条第６項の規定により議会の議決を求めるも

のです。 

２ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定の期間及び指定

管理者となる団体 

議案 

番号 

公の施設の名称及び 

指定の期間 
指定管理者となる団体 担当課 

114 
別府市コミュニティーセンター 

H31.4.1～H34.3.31 

別府市浜脇一丁目２０番１号 

有限会社サンエスメンテナンス 
社会教育課 

115 
総合体育館 

H31.4.1～H34.3.31 

福岡市博多区博多駅東二丁目９番２５号 

シンコースポーツ九州株式会社 

スポーツ 

健康課 

116 
別府市社会福祉会館 

H31.4.1～H36.3.31 

別府市上田の湯町１５番４０号 

社会福祉法人別府市社会福祉協議会 
福祉政策課 
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117 
別府市的ケ浜駐車場  

H31.4.1～H36.3.31 

別府市石垣東九丁目２番９号 

株式会社ビー・フロントサービス 
観光課 

118 
竹瓦温泉及び北浜温泉 

H31.4.1～H36.3.31 

群馬県前橋市問屋町一丁目３番地の１ 

ケービックス株式会社 
温泉課 

119 
別府海浜砂湯 

H31.4.1～H33.3.31 

別府市大字鶴見３７６３番地 

一般財団法人別府市綜合振興センター 
温泉課 

120 
別府市市民ホール  

H31.4.1～H36.3.31 

ビーコンプラザ共同事業体 

 東京都千代田区三番町２番地 

 株式会社コンベンションリンケージ 

 大分市王子中町１０番２２号 

 株式会社テイクファイブ 

 大分市高城南町１２番３号 

 株式会社メンテナンス 

観光課 

 


